
JP 6745330 B2 2020.8.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の非同一平面表面部分を有する支持構造と、
　前記複数の非同一平面表面部分上に形成されることにより、複数の非同一平面反射面部
分を形成する反射層であって、複数の非同一平面反射面部分のそれぞれが前記複数の非同
一平面表面部分のそれぞれに関連付けられた反射層と、
　前記反射面部分に設けられた裏側と、入射光によって照明される表側と、を有する色拡
散層と、
　を備え、
　前記色拡散層は、
　母材内に埋め込まれた複数のナノ粒子を有し、
　前記反射層および前記色拡散層は、
　青色よりも赤色においてより大きい正反射率と、赤色よりも青色においてより大きい拡
散反射率とを有する、
　色反射ユニット。
【請求項２】
　複数の非同一平面表面部分を有する裏側と、入射光によって照明される表側とを有する
色拡散層として構成された支持構造であって、前記色拡散層が、母材内に埋め込まれた複
数のナノ粒子を有する支持構造と、
　前記裏側の前記複数の非同一平面表面部分上に形成されることにより、複数の非同一平
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面反射面部分を形成する反射層であって、複数の非同一平面反射面部分のそれぞれが前記
複数の非同一平面表面部分のそれぞれに関連付けられた反射層と、
　を備え、
　前記反射層および前記色拡散層は、
　青色よりも赤色においてより大きい正反射率と赤色よりも青色においてより大きい拡散
反射率とを有する、
　色反射ユニット。
【請求項３】
　前記反射層が、前記支持構造の前記非同一平面表面部分上に連続的に延在し、かつ前記
非同一平面表面部分に直接適用されて構造的に直接に接続され、ならびに／または、
　前記反射層が、前記非同一平面表面部分上の連続金属層であり、ならびに／または、
　前記反射層が、前記支持構造の表面部分によって形成される、
　請求項１または２に記載の色反射ユニット。
【請求項４】
　前記複数の非同一平面反射面部分の少なくともサブグループの前記反射面部分が、空間
において同一の配向を有するとともに同一の形状を有する一連の反射面部分を形成し、お
よび／または、
　前記複数の非同一平面反射面部分の少なくともサブグループの前記反射面部分が、互い
に均一に分布した、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項５】
　前記複数の反射面部分の少なくともサブグループの前記反射面部分が、反射面部分の形
状と法線によって特徴付けられ、前記形状が、平面、または、曲面であり、前記反射面部
分の法線が、前記色反射ユニットの表面タイプのそれぞれの部分に関連する局所ユニット
法線に対して傾斜し、
　前記反射面部分の法線が、２°～８８°の範囲内、または、５°～６０°の範囲内の角
度だけ前記局所ユニット法線に対して傾斜する、
　請求項１から４のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項６】
　前記色反射ユニットが、平面パネル形状を有し、前記複数の非同一平面反射面部分は、
平面非同一平面表面部分を有し、前記平面非同一平面表面部分が、前記平面パネル形状に
対して非平行である、
　請求項１から５のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項７】
　前記色反射ユニットが、平面可視面を有する平面表面タイプを有し、前記複数の反射面
部分の前記反射面部分が、前記可視面に沿って延在する幅方向における幅と、前記可視面
に対して傾斜角をもって高さ方向に延在する高さとを有する矩形形状を有する、
　請求項１から６のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項８】
　前記複数の反射面部分の前記反射面部分は、反射面部分がステップ状の配置を形成する
ように互いに対して配向され、同一のまたは変化する形状の段差を有する、
　請求項１から７のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項９】
　前記複数の非同一平面反射面部分の少なくともサブグループの前記反射面部分が、空間
におけるそれらの配向がランダム状である一連の反射面部分を形成する、
　請求項１から８のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項１０】
　前記複数の非同一平面反射面部分に関連する形状が、基準平面に沿って延在する直線測
定線に沿って測定された前記基準平面までの距離の変動によって特徴付けられ、
　前記基準平面が、前記複数の非同一平面反射面部分の中央平面に対して平行であり、
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　前記基準平面が、前記複数の非同一平面反射面部分の全てを越えて前記中央平面から変
位し、
　前記距離の変動は、少なくとも３つの極値を備え、前記距離が、前記測定線に沿って少
なくとも２回増加および減少する、
　請求項１から９のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項１１】
　前記色反射ユニットが、前記反射面部分を提供する一連の部分を備えるサンドイッチ構
造として構成され、ならびに／または、
　前記複数の非同一平面表面部分が、前記支持構造上にインプリントされ、
　前記支持構造が、３Ｄ表面構造もしくはインプリントされた形状を有する照明側安定化
層を備え、照明側安定化層は、前記非同一平面表面部分の、すなわち前記反射面部分の、
形状と配向の基礎を与える、
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項１２】
　前記支持構造が、一連のミラーユニットを備え、各ミラーユニットが、前記複数の非同
一平面反射面部分の反射面部分を形成し、各ミラーユニットが、前記色拡散層の色拡散層
部分を備え、
　前記支持構造が、前記反射面部分の非同一平面性を提供する向きで前記ミラーユニット
を取り付けるための取り付け構造をさらに備える、
　請求項１記載の色反射ユニット。
【請求項１３】
　前記一連のミラーユニットの前記ミラーユニットが、
　前記反射層および／または前記色拡散層が適用されたおよび／または組み込まれた支持
構造であって、ガラス、サンドイッチ構造、金属で作製された支持構造を備え、
　前記サンドイッチ構造が、取り付け側安定化層と、照明側安定化層と、それらの間のコ
ア層と、を有する複合パネルであり、前記反射層部分が、前記照明側安定化層上に設けら
れるか、またはその中に組み込まれ、前記色拡散層部分が、前記反射層部分上または前記
照明側安定化層上に適用される、
　請求項１１記載の色反射ユニット。
【請求項１４】
　前記色拡散層が前記反射層部分と接触した、
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項１５】
　前記母材の屈折率に対する前記ナノ粒子の屈折率の差と、前記ナノ粒子のサイズ分布と
、単位表面積あたりのナノ粒子の数とが、青色よりも赤色においてより大きい正反射率と
、赤色よりも青色においてより大きい拡散反射率とを提供するように選択された、
　請求項１から１４のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項１６】
　前記複数のナノ粒子は、前記正反射率および前記拡散反射率の差に寄与するナノ粒子を
含み、
　前記正反射率および前記拡散反射率の差に寄与する前記ナノ粒子および前記母材が、非
吸収性である、
　請求項１から１５のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項１７】
　ｎｐが前記ナノ粒子の屈折率であり、ｎｈが、前記母材の屈折率であるときの相対屈折
率ｍ＝ｎｐ／ｎｈが、０．５≦ｍ≦２．５の範囲内である、
　請求項１から１６のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項１８】
　前記色拡散層を通る厚さ伝播方向に沿って、単位面積あたりのナノ粒子の数が、Ｄがメ
ートルで与えられるとき、
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【数１】

　であり、および／または、
　単位体積あたりの粒子数をρ［meters－３］とすると、充填率ｆが
【数２】

　で与えられ、ｆ≦０．４である、
　請求項１から１７のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【請求項１９】
　前記色拡散層が、
　前記正反射率および前記拡散反射率の差に寄与するとともに前方散乱の増加に寄与する
ナノ粒子よりも大きいサイズを有する粒子であって、前記正反射率を色とは無関係に減少
させる粒子、
　をさらに備えた、
　請求項１から１８のいずれか１項に記載の色反射ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、全体的に、色ミラーユニットに関して、具体的には、所望の光学的効果およ
び視覚的効果を提供するために照明構造または建物のファサード構造に適用され得るナノ
粒子ベースの光影響ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　１６世紀の間のミラー製造技法の向上は、インテリア建築における光学ミラー素子の使
用の増加をもたらした。たとえば、壁の一部に反射面をかぶせることは、空間強調の印象
および奥行きの知覚の増加を発生した。それ以来、ミラーは、知覚される容積の広がりに
よって雰囲気の快適さを改善することができる必須の構成要素になった。一般に、近代お
よび現代の建築では、反射面は、観察者の特定の知覚を提供するために使用される。
【０００３】
　以下の開示は、特定のナノ粒子ベースの反射ユニットと、一般的な用途または屋外ファ
サード用途における照明装置などにおける能動照明および受動照明の分野でのそれらの用
途とに少なくとも部分的に基づく。
【０００４】
　本明細書で開示されるように、特定のナノ粒子ベースの反射ユニットは、観察者の屋外
または屋内の壁の特定の視覚を提供するために使用され得る。それらのユニットは、たと
えば、反射層および拡散層が組み合わされた、同じ出願人によって２０１４年５月１３日
に出願された、国際公開第２０１５／１７２８２１号に記載されているような太陽模倣照
明システムの特性を提供する特定の色特徴部および反射特徴部を提供することができる。
【０００５】
　たとえば、現代の建築では、ファサード構造は、多種多様な機能を組み合わせる。主に



(5) JP 6745330 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

、異なる気象条件およびそれぞれの照明状況の下での、建物の知覚、および建物が他の建
物の環境の中でどのように知覚されるのかに対処する審美的側面がある。さらに、建物の
能動的な照明は、夜であっても建物の特定の視覚的な印象を提供することを可能にする。
【０００６】
　レイリー状（Rayleigh-like）の拡散層について、同じ出願人によって出願された欧州
特許出願公開第２３０４４７８号明細書、欧州特許出願公開第２３０４４８０号明細書、
および国際公開第２０１４／０７６６５６号などのいくつかの出願は、可視光を生成する
光源と、伝導に使用されるナノ粒子を含むパネルとを使用する、すなわち、光源および照
明される領域がパネルの反対側に配置される照明システムを開示している。照明システム
の動作中、パネルは、光源からの光を受け、いわゆるレイリー拡散器として伝導において
作用し、すなわち、晴天状況における地球大気と同様に入射光を拡散させる。具体的には
、この概念は、太陽光に対応するより低い相関色温度（ＣＣＴ：ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　
ｃｏｌｏｒ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）を有する指向性光に適用され、青空の光に対応す
るより大きいＣＣＴを有する光を拡散させる
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２０１５／１７２８２１号
【特許文献２】欧州特許出願公開第２３０４４７８号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第２３０４４８０号明細書
【特許文献４】国際公開第２０１４／０７６６５６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、たとえば、上述した国際公開第２０１５／１７２８２１号のような反射
特徴部を導入することは、反射の存在により知覚に影響を及ぼす可能性がある。具体的に
は、たとえば、空および太陽の視覚的外観と共に、自然の模倣的な空の太陽の照明を提供
することによって目を欺くことを意図する照明システムについて、所望の光学的効果およ
び視覚的効果を維持するために、色および輝度の不均一性が回避されるか、または少なく
とも低減される。他方の側では、ミラー状のファサードは、大きい窓と同様に、不利に、
たとえば、空として知覚されるファサードに向かって飛んでいる鳥やファサードに衝突す
る鳥に認識されない可能性がある。
【０００９】
　したがって、本開示は、従来のシステムの１つまたは複数の態様を少なくとも部分的に
改善または克服することに向けられている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の態様では、本開示は、複数の非同一平面表面部分を有する支持構造と、複数の非
同一平面表面部分上に形成され、それによって、それぞれが複数の非同一平面表面部分の
それぞれに関連付けられた複数の非同一平面反射面部分を形成する反射層と、反射面部分
に設けられた裏側と入射光によって照明されるための表側とを有する色拡散層とを備え、
色拡散層が、母材内に埋め込まれた複数のナノ粒子を備え、反射層および色拡散層は、非
同一平面反射面部分（３’）と共に、青色よりも赤色においてより大きい正反射率と、赤
色よりも青色においてより大きい拡散反射率とを提供するように構成された、色反射ユニ
ットに向けられている。
【００１１】
　別の態様では、色反射ユニットは、複数の非同一平面表面部分を備える裏側と、入射光
によって照明されるための表側とを有する色拡散層として構成された支持構造を備える。
色拡散層は、母材内に埋め込まれた複数のナノ粒子を備えるように構成される。色反射ユ
ニットは、裏側の複数の非同一平面表面部分上に形成され、それによって、それぞれが複
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数の非同一平面表面部分のそれぞれに関連付けられた複数の非同一平面反射面部分を形成
する反射層をさらに備える。反射層および色拡散層は、青色よりも赤色においてより大き
い正反射率と、赤色よりも青色においてより大きい拡散反射率とを提供するように構成さ
れる。
【００１２】
　別の態様では、色反射ユニットは、複数の表面部分を提供する複数のモザイク状表面構
造を備える連続粗粒表面を備える支持構造と、連続粗粒表面上に形成され、それによって
、複数の非同一平面反射面部分を形成する反射層と、反射面部分に設けられた裏側と入射
光によって照明されるための表側とを有する色拡散層とを備え、色拡散層は、母材内に埋
め込まれた複数のナノ粒子を備え、反射層と共に、青色よりも赤色においてより大きい正
反射率と、赤色よりも青色においてより大きい拡散反射率とを提供するように構成される
。
【００１３】
　別の態様では、色反射ユニットは、複数の表面部分を提供する複数のモザイク状表面構
造を備える連続粗粒表面を備える裏側と、入射光によって照明されるための表側とを有す
る色拡散層として構成された支持構造であって、色拡散層が、母材内に埋め込まれた複数
のナノ粒子を備え、青色よりも赤色においてより大きい正反射率と、赤色よりも青色にお
いてより大きい拡散反射率とを提供するように構成された、支持構造と、連続粗粒表面上
に形成され、それによって、複数の非同一平面反射面部分を形成する反射層とを備える。
【００１４】
　別の態様では、本開示は、特に、自然な（太陽－空ベースの）様式で特定の外観を提供
するために、上記で要約され、本明細書で開示される色反射ユニットを使用する建物（内
部または外部）のためのファサード要素に向けられている。
【００１５】
　本明細書では、非同一平面反射面部分が同じ平面内にないことと、色反射ユニットの色
反射部分を形成するために反射面部分と色拡散層（または、色拡散層の光学的に関連する
部分）との任意の組合せが考慮され得ることとが理解されよう。
【００１６】
　支持構造は、全体的に、複数の非同一平面表面部分が形成された表面側を備える。表面
側は、全体的に表面（平面状または湾曲状）として本質的に延在し、基本的な表面タイプ
（surface type）の色反射ユニットを提供する。
【００１７】
　他の態様は、本明細書で開示される色反射構造ユニットに基づく、壁と壁に取り付けら
れたファサード構造とを有する建物の壁に取り付けるための色反射構造ユニットと、本明
細書で開示される色反射ユニットを使用する照明システムとを含む。加えて、態様は、特
に、本明細書で開示されるような色反射ユニットを使用することによって、実際の空の外
観に類似しているという理由で観察者領域からの視覚的外観を有する建物の外側部分を提
供するための方法に関する。
【００１８】
　上記の態様のさらなる実施形態は、参照により本明細書に組み込まれる特許請求の範囲
において開示される。
【００１９】
　たとえば、いくつかの実施形態では、反射構造ユニットは、参照により本明細書に組み
込まれる、上述した国際公開第２０１５／１７２８２１号に開示されているようなミラー
構造に基づく。具体的には、国際公開第２０１５／１７２８２１号は、たとえば、太陽の
ような様式で展示物を照明するために使用される、ミラーリング表面とミラーリング表面
の前面にある拡散層とを有するミラーを開示している。拡散層は、衝突光の長波長成分に
対して衝突光の短波長成分を優先的に散乱させる。たとえば、散乱は、レイリーまたは拡
張レイリー状のレジームで起こる。
【００２０】



(7) JP 6745330 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

　反射構造ユニットの色拡散層に関して、本開示は、真昼の構成における空－太陽ナノ拡
散器として同じ出願人によって出願された国際公開第２００９／１５６３４８号に開示さ
れているような光拡散器に関する。そこでは、「空－太陽ナノ拡散器」という用語は、自
然の空による太陽光の拡散をシミュレートする光拡散器を指す。したがって、本明細書で
開示される色反射ユニットは、いくつかの実施形態では、たとえば、サンドイッチの実施
形態のような薄膜、コーティング、バルク材料内に複数の固体透明ナノ粒子が分散された
、本質的に透明な固体母材を備える、国際公開第２００９／１５６３４８号に開示されて
いるタイプの光学ナノ拡散器に関連し得る。本明細書では、「拡散層」、「ナノ拡散器」
、および能動的に照明される実施形態における「色拡散層」という用語は、一般に、それ
らの（本質的に透明な）ナノ粒子を埋め込んだ母材を備える光学要素を示す。
【００２１】
　色拡散層は、原理的に、本質的に色分離を生じる同じメカニズムによって、（一般的に
は白色光などの）広いスペクトル帯域を有する入射光の異なる色成分を（色的に）分離す
ることができる。レイリー散乱は、たとえば、天空光および太陽光のスペクトル分布特性
を作成している。より具体的には、色拡散層は、可視白色光に曝されると、２つの異なる
色成分、青色、すなわち青色または「冷たい」スペクトル部分が支配的な拡散された空の
ような光、および、青色が減少した成分、すなわち黄色または「暖かい」スペクトル部分
を有する、伝達され反射面によって反射された入射光の同時存在を再現することができる
。
【００２２】
　色反射ユニットの色反射部分の反射特性に関して、その構造は、ナノ粒子に基づいて、
青色よりも赤色においてより大きい正反射率と、赤色よりも青色においてより大きい拡散
反射率とを備えるそのような特定の光学特性を達成するようなものである。光学特性は、
たとえば、反射面部分の少なくとも５０％を超えて、好ましくは少なくとも７０％を超え
て、またはさらに少なくとも９０％を超えて満たされ得る。
【００２３】
　本明細書では、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ａｐｐｅａｒａｎ
ｃｅ、ＡＳＴＭインターナショナル、Ｅ２８４－０９ａで定義されているように、反射率
は、一般に、与えられた条件における入射光束に対する入射光束の比である。たとえば、
拡散反射率は、入射光束に対する反射光束の比によって与えられる各試料の特性であり、
反射は、正反射角の方向を除く測定平面によって境界付けられた半球内のすべての角度に
おける。同様に、正反射率は、正反射角の下での反射率であり、すなわち、反射角は、入
射角に等しく、反対である。本開示の文脈において、所与の波長および反射面部分上の所
与の位置について、拡散反射率および正反射率は、所与の位置における反射面部分に対す
る法線に対して４５°の入射角を有する非偏光入射光を対象とする。測定について、正反
射の測定のための検出器の角度サイズ、および入射ビームの開口角は、当業者には明らか
な範囲内で選択可能である。具体的には、（白色光）低角拡散器を考慮する場合、たとえ
ば、正反射の測定のための検出器の角度サイズ、および入射ビームの開口角は、センサが
反射軸の周りの円錐内の反射を有する光線を受け入れるように構成されるべきである。い
くつかの実施形態では、たとえば、透過率計および光沢計の紹介のための、ＢＹＫ－Ｇａ
ｒｔｎｅｒ、「Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　ｏｆ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　Ｈａｚｅ」、Ｆｒｉｅｄｈｅｌｍ　Ｆｅｎｓｔｅ
ｒｓｅｉｆｅｒ、ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒ、ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒ　Ｃａｔａｌｏｇ　
２０１０／２０１１）に開示されているように、０．９°の２倍の開口角が使用され得る
。
【００２４】
　さらに、反射光束は、すべての可能な入射方位角にわたって平均化される。拡散反射率
および／または正反射率の測定が、色反射ユニットの構成に関連する幾何学的制約または
他の物理的制約によって妨げられる場合、当業者は、色反射ユニットから少なくとも１つ
の別個の色反射部分を形成し、その部分への反射率を直接測定することによって、上述し
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た量にアクセスすることができる。微視的な構造的特性の詳細については、たとえば、上
述した国際公開第２００９／１５６３４８号を参照されたい。しかしながら、微視的パラ
メータの異なる値が適用可能であり得る。たとえば、非散乱光に対してより多くの散乱光
をもたらすパラメータを適用することができる。同様に、正反射されたシーンの可視性を
最小化するか、または少なくとも低減する目的で、結果として生じる知覚される色が完全
な晴天の色から逸脱する可能性があるという事実にもかかわらず、拡散光のため色反射ユ
ニットの輝度への寄与を増加させることを好む可能性がある。後者は、その中で生じる多
重散乱の結果として彩度のレベルを低下させることによって引き起こされる可能性があり
、多重散乱を引き起こす濃度未満の濃度でも引き起こされる可能性がある。
　以下では、いくつかの微視的な特徴を例示的に要約する。
【００２５】
　色効果は、たとえば、１０ｎｍから２４０ｎｍの範囲内のサイズを有するナノ粒子に基
づく。たとえば、平均サイズがその範囲内にあってもよい。
【００２６】
　透明母材と、母材に対して異なる屈折率を有し、可視波長よりも（かなり）小さいサイ
ズを有する透明ナノ粒子とを備える透明光学素子が、スペクトルの青色部分（青色）を優
先的に散乱させ、赤色部分（赤色）を透過させることは、光散乱の原理からよく知られて
いる。単一の粒子あたりの散乱効率の波長依存性が、波長λの１／１０よりも小さいか、
またはほぼ等しい粒子サイズのλ－４レイリー限界法則に近づく間、それぞれの許容可能
な光学的効果は、ナノ粒子のサイズの上記範囲内に既に達する可能性がある。一般に、よ
り大きいサイズ、たとえば、波長の半分のサイズで、共振および回折効果が発生し始める
可能性がある。
【００２７】
　一方、単一の粒子あたりの散乱効率は、粒子サイズｄが減少するとともに、ｄ－６に比
例して低下し、小さすぎる粒子の使用を不便にし、伝播方向に多数の粒子を必要とし、こ
れは、許容される充填率によって制限される可能性がある。たとえば、厚い散乱層につい
て、母材内に埋め込まれるナノ粒子のサイズ（および、具体的にはそれらの平均サイズ）
は、２０ｎｍ～１００ｎｍ、たとえば、２０ｎｍ～５０ｎｍなどの、１０ｎｍ～２４０ｎ
ｍの範囲内であってもよく、たとえば、コーティングおよびペイントなどの薄い層を有す
る小型のデバイスについて、サイズは、５０ｎｍ～１８０ｎｍ、たとえば、７０ｎｍ～１
２０ｎｍなどの、１０ｎｍ～２４０ｎｍの範囲内であってもよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、その範囲外の寸法のより大きい粒子が母材内に設けられても
よいが、これらの粒子は、レイリー状の特徴に影響を与えず、たとえば、正反射の周りに
低角散乱円錐を形成することのみに寄与する可能性がある。
【００２９】
　色効果は、さらに、埋め込み母材の屈折率とは異なる屈折率を有するナノ粒子に基づく
。散乱するために、ナノ粒子は、光散乱が起こることを可能にするために、母材（ホスト
材料とも呼ばれる）の屈折率ｎｈとは十分に異なる実際の屈折率ｎｐを有する。たとえば
、粒子の屈折率とホスト媒体の屈折率との間の比ｍ（＝ｎｐ/ｎｈ）は、範囲０．７≦ｍ
≦２．１または０．７≦ｍ≦１．９などの範囲０．５≦ｍ≦２．５内であってもよい。
【００３０】
　色効果は、さらに、与えられた方向に伝播する衝突光によって見られる単位面積あたり
のナノ粒子の数、ならびに、体積充填率ｆに基づく。体積充填率ｆは、
【００３１】
【数１】

【００３２】
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せることによって、拡散層中のナノ粒子の分布は、そのランダム性を失う可能性があり、
粒子の位置は、相関するようになる可能性がある。結果として、粒子分布によって散乱さ
れた光は、単一粒子の特性だけでなく、いわゆる構造因子にも依存する変調を受ける。一
般に、高い充填率の影響は、散乱効率をひどく減少させることである。さらに、特に、よ
り小さい粒子サイズについて、高い充填率はまた、散乱効率の波長依存性と、同様に角度
依存性とに影響を及ぼす。ｆ≦０．１などのｆ≦０．４、またはさらにはｆ＝０．００１
などのｆ≦０．０１の充填率で作業することによって、これらの「密充填」効果を回避す
ることができる。
【００３３】
　色効果は、さらに、有効粒子直径Ｄ＝ｄｎｈに依存して、色拡散層の単位面積あたりの
ナノ粒子の数Ｎに基づく。それによって、ｄ［メートル］は、［Ｔ．Ｃ．ＧＲＥＮＦＥＬ
Ｌ、およびＳ．Ｇ．ＷＡＲＲＥＮ、「Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｎｏｎ
－ｓｐｈｅｒｉｃａｌ　ｉｃｅ　ｐａｒｔｉｃｌｅ　ｂｙ　ａ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　
ｏｆ　ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｓｐｈｅｒｅｓ　ｆｏｒ　ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　ａｎ
ｄ　ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒａｄｉａｔｉｏｎ」、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｇｅ
ｏｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ１０４、Ｄ２４、３１，６９７－３１，７０９（
１９９９）］に定義されているように、球状粒子の場合には平均粒子直径として、非球状
粒子の場合には体積－面積が同等の球状粒子の平均直径として定義された平均粒子サイズ
である。有効粒子直径は、メートルで与えられ、またはｎｍで指定される。
　いくつかの実施形態では、
【００３４】
【数２】

　（ただしＤは［メートル］で与えられる）、かつ
【００３５】

【数３】

　を満たし、たとえば、
【００３６】
【数４】

　かつ
【００３７】
【数５】

　を満たし、より具体的には、
【００３８】
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　かつ
【００３９】

【数７】

　を満たす。
【００４０】
　たとえば、純粋な晴天の存在をシミュレートすることを目的とする実施形態では、
【００４１】

【数８】

　（ただしＤは［メートル］で与えられる）、かつ
【００４２】
【数９】

　を満たし、たとえば、
【００４３】
【数１０】

　かつ
【００４４】

【数１１】

　を満たし、より具体的には、
【００４５】
【数１２】

　かつ
【００４６】
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【数１３】

　を満たす。
【００４７】
　正反射されたシーンの寄与を最小化することを目的とする他の実施形態では、
【００４８】

【数１４】

　（ただしＤは［メートル］で与えられる）、かつ
【００４９】

【数１５】

　を満たし、たとえば、
【００５０】
【数１６】

　かつ
【００５１】
【数１７】

　を満たし、より具体的には、
【００５２】
【数１８】

　かつ
【００５３】
【数１９】

　を満たす。
【００５４】
　これらの物理的パラメータおよびそれらの一般的な相互作用に関しては、たとえば、国
際公開第２００９／１５６３４８号を再び参照されたい。
【００５５】
　本明細書で開示される色反射ユニットおよび特に色反射部分の巨視的な光学特性は、以
下の２つの量で説明され得る。
【００５６】
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　（ｉ）拡散層が１０ｎｍ～２４０ｎｍの範囲内のサイズを有するナノ粒子、すなわち、
衝突する放射線の短波長を優先的に拡散させる原因となるナノ粒子を含まないという事実
を除いて、色反射ユニットの正反射率と、色反射ユニットと同一の参照試料の正反射率と
の間の比として定義される単色正規化正反射率Ｒ（λ）。
【００５７】
　（ｉｉ）衝突する放射線の長波長成分と短波長成分との間の色分離を提供する色反射デ
バイスの能力を測定するγ≡Ｌｏｇ［Ｒ（４５０ｎｍ）］／Ｌｏｇ［Ｒ（６３０ｎｍ）］
として定義される、青色光学濃度と赤色光学濃度との間の比γ。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、色反射ユニット、および特に色反射部分は、以下を有するこ
とができる。
【００５９】
　０．０５～０．９５、たとえば、０．１～０．９、たとえば、０．２～０．８の範囲内
のＲ（４５０ｎｍ）。たとえば、純粋な晴天の存在をシミュレートすることを目的とする
実施形態について、Ｒ（４５０ｎｍ）は、０．４～０．９５、たとえば、０．５～０．９
、たとえば、０．６～０．８の範囲内であり得る。
【００６０】
　正反射されたシーンの寄与を減少させる（たとえば、最小化する）ことを目的とする実
施形態では、Ｒ（４５０ｎｍ）は、０．０５～０．５、たとえば、０．１～０．４、たと
えば、０．２～０．３の範囲であり得る。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、青色光学濃度と赤色光学濃度との間の比γに関して、γは、
５≧γ≧１．５、または５≧γ≧２、または５≧γ≧２．５、たとえば、５≧γ≧３．５
の範囲内であり得る。
【００６２】
　完全性のために、外部環境での使用に関して、このタイプの用途に適した無機粒子は、
限定はしないが、たとえば、それぞれ屈折率ｎｐ＝２．０、２．６、２．１、１．５、お
よび１．７を有するＺｎＯ、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＳｉＯ２、およびＡｌ２Ｏ３と、可視
領域において本質的に透明である任意の他の酸化物とを含むものであり得る。無機粒子の
場合には、粒子を埋め込むために、ソーダ石灰シリカガラス、ホウケイ酸ガラス、溶融シ
リカ、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）などの有機母
材または無機母材が使用され得る。一般に、特に、たとえば、ＵＶ部分が減少したかまた
はない照明される構成のために、有機粒子も使用され得る。
【００６３】
　ナノ粒子の形状は、本質的に任意であり得るが、球状粒子が最も一般的である。
【００６４】
　上述したように、ナノ粒子および／または母材および／またはさらなる埋め込まれた粒
子は、可視光を吸収しなくてもよく、またはある程度制限されるだけでもよい。それによ
って、色反射ユニットを出る光の輝度および／またはスペクトル（すなわち、色）は、吸
収による影響をほとんどまたはまったく受けない可能性がある。可視スペクトルにおける
本質的に波長に依存しない吸収は、許容可能であり得る。
【００６５】
　色拡散層の上記の特徴を本明細書で開示される構造的特徴を組み合わせることは、様々
な例示的な実施形態について以下で例示的に説明するように、従来技術の１つまたは複数
の態様に対処することを可能にし得る。
【００６６】
　本開示の他の特徴および態様は、以下の説明および添付図面から明らかになるであろう
。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
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【図１】複数の反射面部分を有する例示的な色反射ユニットの概略上面図。
【図２】（ａ）および（ｂ）は、拡散光および正反射光の外観への寄与を示す、図１に示
す色反射ユニットの概略断面図。
【図３】図２に示す断面図に基づいて反射面の表面形状を規定するための説明図。
【図４】色反射ユニットのサンドイッチ型構成の概略断面図。
【図５】色反射ユニットのサンドイッチ型構成の概略断面図。
【図６】色反射ユニットのサンドイッチ型構成の概略断面図。
【図７】色反射ユニットのパネルベース構成の概略断面図。
【図８】色反射ユニットのパネルベース構成の概略上面図。
【図９】色反射ユニットのパネルベース構成の概略３Ｄ図。
【図１０】複数の反射面部分の例示的な配置を示す概略上面図。
【図１１】複数の反射面部分の例示的な配置を示す概略上面図。
【図１２】非平面反射面部分を提供する色反射ユニットの概略断面図。
【図１３】非平面反射面部分を提供する色反射ユニットの概略断面図。
【図１４】非平面反射面部分を提供する色反射ユニットの概略断面図。
【図１５】非平面反射面部分を提供する色反射ユニットの概略断面図。
【図１６】反射面部分のサブグループを提供する色反射ユニットの概略断面図。
【図１７】ランダムに配向された平面表面部分を提供する色反射ユニットの概略断面図。
【図１８】ランダムに配向された凹面部分を提供する色反射ユニットの概略断面図。
【図１９】曇った気象条件のための色反射ユニットに基づくファサード要素を有する建物
の頂部の概略図。
【図２０】観察者領域内からの光学的印象を説明するための図１９の建物の概略側面図。
【図２１】部分的に晴れた空のための図１９の建物のさらなる図。
【図２２】曇った日の空の不均一な輝度と、色反射ユニットの視覚的外観へのその影響と
を示す概略図。
【図２３】曇った日の空の不均一な輝度と、色反射ユニットの視覚的外観へのその影響と
を示す概略図。
【図２４】色反射構造ユニットを形成する一連の傾斜ミラーユニットを有する例示的なフ
ァサード要素の概略図。
【図２５】図２４のファサード要素のミラーユニットの取り付けを示す詳細図。
【図２６】色反射構造ユニットのためのミラーユニットの代替的な取り付け構成の概略図
。
【図２７】建物上の色反射構造ユニットの取り付け構成を示す図。
【図２８】建物上の色反射構造ユニットの取り付け構成を示す図。
【図２９】建物上の色反射構造ユニットの取り付け構成を示す図。
【図３０】ガラスパネルベースのミラーユニットの概略図。
【図３１】サンドイッチベースのミラーユニットの概略図。
【図３２】ファサード要素の屋外夜間照明のための照明概念の概略図。
【図３３】図３２の夜間照明の外観の説明図。
【図３４】色反射ユニットに基づく屋内照明概念の概略図。
【図３５】例示的な表面構造を含む小規模のランダムに配向された反射面部分を有する色
反射ユニットを使用する照明システムの説明図。
【発明を実施するための形態】
【００６８】
　以下は、本開示の例示的な実施形態の詳細な説明である。本明細書で説明され、図面に
示された例示的な実施形態は、本開示の原理を教示することを意図しており、当業者が多
くの異なる環境において、多くの異なる用途のために本開示を実施および使用することを
可能にする。したがって、例示的な実施形態は、特許保護の範囲の限定的な説明であるこ
とを意図しておらず、そのように考えられるべきではない。むしろ、特許保護の範囲は、
添付の特許請求の範囲によって定義されるものとする。
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【００６９】
　本開示は、上述した国際公開第２０１５／１７２８２１号に記載のもののようなシステ
ムにおいて、周囲のシーン、たとえば、認識可能な屋内もしくは屋外環境のシーン、また
は空間的に構造化された輝度分布を特徴とする任意のシーンの正反射が、青色散乱光の背
景として重畳されるという認識に部分的に基づく。これは、デバイスによって放射される
光の色均一性および輝度均一性の低下をもたらす可能性があり、したがって、無限に深い
空の所望の知覚を損なう可能性もある。
【００７０】
　さらに、曇った状態における屋外用途について、青みがかった澄んだ空を再現すること
が望まれる可能性がある場合、上述した国際公開第２０１５／１７２８２１号に記載のも
ののようなシステムが、典型的な観測位置に対して青みがかった輝きを生成することを失
敗するか、または効果的でない可能性があることがわかった。屋外では周囲のシーンの最
も明るい部分が典型的には水平線の上にあり、観察者が通常、デバイスを下から見る場合
があることを考慮すると、前記観察者は、システムによって反射されたシーンの最も明る
い部分を見ることになり、したがって、所望の青色の代わりに黄色がかった色が生じる。
【００７１】
　本開示は、より寒い（青色の）散乱光の背景として重畳されたより暖かい（黄色の）寄
与を提供するように、周囲のシーンの構造化された輝度分布から正反射された画像への望
ましくない寄与の影響を防止する、または少なくとも低減する、たとえば、最小化する光
学ユニットを提供することによって、色反射ユニットの視覚的外観を制御することができ
るという認識に部分的に基づく。
【００７２】
　反射面の幾何学的均一性を低下させると、周囲のシーンにおける明るい物体の正反射の
色を損なう効果が低減され、克服さえされ得ることがさらにわかった。たとえば、反射面
部分のランダムな配向を提供することは、反射される領域の鮮明な画像を回避することに
なる。本明細書では、反射面部分のランダムな配向は、均一ではないものとして理解され
る。たとえば、限定された数の反射面部分を考慮して、離散的な数の配向（傾斜角／入射
角）が選択されてもよく、反射面部分は、個別にまたはグループで配向に関連付けられて
もよい。
【００７３】
　同様に、サブセット内で本質的に同一の配向を有するが、サブセット間で異なる配向を
有する反射面部分のサブセットを提供することは、同様に鮮明な反射された画像の出現を
避けることができる（または、以下で説明するように、異なる位置において可視であるよ
うに鮮明な反射された画像を提供することができる）。したがって、これらの構造は、本
明細書で開示されるように色反射ユニットによって提供され得る特定の奥行き知覚を維持
することを可能にし得る。
【００７４】
　さらに、本開示は、各サブグループが（各々が異なる角度で入射する）光ビームの関連
する部分を別の空間的に分離された観察領域に反射する反射面部分の２つ以上のサブグル
ープを設けることによって、奥行き知覚の対象となるこれらの観察領域を増加させること
ができるという認識に部分的に基づく。これは、たとえば、複数の観察領域における観察
者に対する太陽－空の印象を可能にし得る。
【００７５】
　本開示は、さらに、複数の反射面部分を設けることによって、反射領域をそれぞれより
大きいまたはより小さい観察領域に拡大および／または集中させることができるという認
識に部分的に基づく。それによって、太陽－空の印象は、拡大された観察者領域からアク
セス可能であり得る。
【００７６】
　本開示は、さらに、本明細書で開示されるような色反射ユニットが、指向性照明がなく
ても（たとえば、直射的な太陽照明またはコリメートされた投影光がなくても）機能する
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ことができ、現実的で鮮明な空と太陽の外観を、それらに関連する自然な奥行き知覚と共
に依然として生成することができるという認識に部分的に基づく。
【００７７】
　本開示は、さらに、本明細書で開示される色反射ユニットの概念が、色反射ユニットの
色出力（外観）に寄与するために、色反射ユニットの照明に関与する全体の輝度分布の小
さい不均衡にさえ依存することができるという認識に部分的に基づく。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、色出力は、曇った空の灰色の陰影を、完全に晴れた明るい空
の暖かい青色の色合いと、大気中の長い経路を通って伝播し、たとえば、雲のグループを
照明する日光によって生成されるより暖かい黄色および赤色の色合いとを含む、晴れた日
または部分的に晴れた日の空に典型的な色の広い分布に変換するように実現された。色出
力は、さらに、太陽光線またはプロジェクタ（すなわち、照明される構成として）による
照明に関連する指向性光の色反射ユニットの照明－空の視覚的外観への寄与がない光条件
の例として、本質的に曇った気象条件下であっても類似するように実現された。
【００７９】
　本開示は、さらに、色反射ユニットの所望の性能が、適切に構成されている場合、周囲
のシーンの正反射のより暖かい寄与のために散乱光を特徴付ける青色を損なうことを最小
化する（または少なくとも低減する）ように実現され得るという認識に部分的に基づく。
これは、典型的には周囲のシーンの平均輝度よりも低い輝度によって特徴付けられる領域
の反射画像を観察者に見せる確率を増加させる（たとえば、最大化する）ようにユニット
を構成することによって達成され得る。構成は、たとえば、反射されたシーンとして地面
を選択してもよい。観察者の上方の位置にある垂直壁に沿って設置された色反射ユニット
を有するそれらの実施形態では、色反射ユニットは、反射面部分が、それらの法線ベクト
ルが地面の方を指すように配向されるように構成され得る。たとえば、反射面部分の法線
ベクトルは、壁の法線ベクトルに対して、平面表面タイプ（planar surface-type）を仮
定すると、その表面タイプの法線ベクトルに対して、５°、２０°、５０°の平均角度を
形成してもよい。
【００８０】
　本開示は、さらに、反射面を適切に構成することによって、知覚される外観への反射面
を介する正反射光の特定の寄与を提供することによって、拡散光および正反射光の２つの
成分を有利に組み合わせることができるという認識に部分的に基づく。たとえば、ファサ
ードの実施形態に関して、傾斜を垂直に対して選択し、それによって、正反射に寄与する
輝度の低い領域を有し（水平線よりも低い地面および物体は、通常、空よりも低い輝度を
有する）、任意の方向において色ミラーに影響を及ぼす完全な輝度分布によって作成され
た青色成分を強調してもよい。
【００８１】
　一例として、大規模に使用される色反射ユニットを用いて、（たとえば、曇った日にお
ける）白っぽい空の不均一な輝度を建物のファサードの不均一な青色がかった外観に変換
することが可能であり得る。具体的には、これは、観察者により暗いシーンの正反射画像
を見させるそれらの観察方向について可能であり得る。さらに、観察者がシーンのより明
るい部分の反射画像を見ることを可能にするこれらの方向に関して、同じものをファサー
ドの不均一な黄色がかった外観に変換することが可能であり得る。本明細書で開示される
ように色反射ユニットによって形成され、法線が地面の方に向けられている反射面部分を
有する建物のファサードの場合、地面に立っている観察者は、観察者に向けて青色光を放
射するファサードの下部を優先的に見る一方、観察者に高輝度の空の正反射を見させるフ
ァサードの最も高い部分は、観察者に向けて黄色光を放射するように見られる。特に、観
察者によって見られる青色がかった領域と黄色がかった領域との間の比を、反射面部分の
傾斜を変化させることによって変えることができ、前記比は、反射面部分の法線と建物の
壁に対する法線との間の角度の増加とともに増加する。
【００８２】
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　言い換えれば、本開示は、さらに、複数の色反射面部分が、広いスペクトル分布の光に
よる不均一な照明の存在下で、空のような色分離を提供するように構成され得（サイズが
決められ、配向され得）、それによって、実際の空の視覚的外観に似ている光の出力色お
よび輝度分布を生成するという認識に部分的に基づく。
【００８３】
　本開示は、さらに、超高層ビルによって区切られた峡谷のような街路への光の下方誘導
が、反射面部分に対する法線と壁（中心面）に対する法線との間の角度を増加させること
によって増加され得、これは、地面レベルでの自然照明の量を増加させるという認識に部
分的に基づく。加えて、視覚的な峡谷感覚の除去を、１つまたは複数の建物の外観を変更
することによって達成することができ、たとえば、建物のファサードを空に似たように見
えるようにする。したがって、本明細書で開示される色反射ユニットによって与えられる
強い奥行き効果および自然な印象は、狭く深い街路によって誘発される閉所恐怖症的な感
覚を除去または少なくとも低減し得ることがわかった。さらに、それは、地面における（
または、「日陰」の中の一般的な観察者領域における）輝度レベルを増加させ、利用可能
な光によって与えられる快適性および品質を改善することができる。
【００８４】
　以下では、色反射ユニットの様々な実施形態が、図１～図１８に関連して開示される。
例示的な用途として、ファサード要素としての色反射ユニットの使用が、図１９～図３２
に関連して開示される。さらなる用途として、能動的照明の概念内の色反射ユニットの使
用が、図３３～図３５に関連して開示される。しかしながら、たとえば、屋外のファサー
ド用途の特徴は、屋内の用途に同様に適用され得ることに留意されたい。同様に、当業者
には明らかであるように、照明されない用途の特徴は、照明される用途に適用され得る。
【００８５】
　図１は、色拡散層５によって覆われた複数の反射面部分３’を有する色反射ユニット１
の上面図を示す。典型的には、図１の反射面部分３’は、色反射ユニット１も矩形ベース
形状を有するように、矩形ベース形状を有し、配置される。しかしながら、他の形状も適
用可能である。
【００８６】
　以下に説明する実施形態から明らかになるように、反射面部分３’は、なんらかのタイ
プの遷移表面部分によって接続されてもよく、または、構造的に独立した表面部分によっ
て形成されてもよい。さらに、反射面部分３’は、平面形状であってもよく（たとえば、
図１にｘ座標およびｙ座標が示されている）、または、曲面もしくは部分的な曲面などの
３Ｄタイプの表面として３Ｄにおいて延在してもよい。反射面部分３’は、支持構造の複
数の非同一平面の表面部分上に反射層を適用することによって形成されてもよい。
【００８７】
　色拡散層５は、透明母材内に埋め込まれた複数のナノ粒子を備える。ナノ粒子および透
明母材は、屈折率に違いを有する。屈折率のその違い、母材内に埋め込まれたナノ粒子の
サイズ分布、および単位表面積あたりのナノ粒子の数は、（入射広帯域スペクトルのより
短い波長の意味で）青色よりも（入射広帯域スペクトルのより長い波長の意味で）赤色に
おいてより大きい正反射率が提供され、赤色よりも青色においてより大きい拡散反射率が
（反射面部分３’と、それぞれの反射面部分３’の前面にある色拡散層５の部分との組合
せによって形成された）色反射部分６によって提供されるように選択される。
【００８８】
　図２は、光学的特徴部を照明するための図１の色反射ユニット１の概略断面図（図２の
セクション（ａ）参照）と、正反射画像によって影響を受けた光学的外観（図２のセクシ
ョン（ｂ）参照）とを示す。断面図は、断面図の方向に与えられる鋸状の形状を示し、ｙ
座標は、断面図の方向を規定する。図２に見られるように、色反射部分６の反射面部分３
’は、ｙ方向において互いに対して規則的に変位され、ｙ方向に対して傾斜された一連の
表面部分をｙ方向において形成する。したがって、図２に示す反射面部分３’は、それら
が共通の平面内に位置しないので、互いに対して非同一平面上にある。
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【００８９】
　ｘ方向（図１参照）における隣接する反射面部分は、原理的には同一平面上にあっても
よく、または、以下に説明するように、これらの反射面部分のサブグループが同一平面上
にあってもよいことに留意されたい。しかしながら、ｘ方向においても、以下に述べるよ
うな同様の断面挙動が存在してもよい。
【００９０】
　図２を参照すると、色反射ユニット１は、コンパクトな構成において、それぞれ形成さ
れ配向された色反射部分６がその表面上に設けられ得るように成形された基板７を備える
。基板７は、金属（たとえば、アルミニウムまたはスチール）などの背面層を有する発泡
体などの注型ポリマー層であってもよく、場合によっては、ＰＶＣの層が加えられてもよ
い。提供される基板７の鋸歯状の曲げ形状は、適用される反射層３の形状に移行される。
【００９１】
　反射面部分３’は、支持構造として作用する基板７上に設けられた反射コーティングま
たは反射箔などの連続反射層３の部分であってもよい。いくつかの実施形態では、反射層
は、具体的には、それぞれの表面部分７’上に適用されてもよい。その反射層上に、たと
えば、同様に連続層として、色拡散層５が適用される。図２（ａ）および図２（ｂ）では
、反射層３および色拡散層５が単一の線によって示されている。基板７の各「鋸歯」は、
反射表面部分３’のための、したがって、色反射部分６のための基礎になる表面部分７’
を含む。
【００９２】
　図２（ａ）を参照すると、色反射ユニット１は、正反射光が色拡散層５を２回通過する
ように、光が色拡散層５を通過した後、反射面部分３’で入射光９を反射する。図２（ａ
）に示すように、入射光９は、図２（ａ）の右側から色反射ユニット１に入射する無指向
性の光であってもよい。
【００９３】
　前述したように、色拡散層５は、入射光９の長波長成分に対して入射光９の短波長成分
を優先的に散乱させるように構成される。散乱光は、本明細書では拡散光１１と呼ばれ、
ナノ粒子の散乱状態の所与の選択を仮定して青色（短波長）に関連付けられる。
【００９４】
　図２（ａ）では、観察者の例示的な視線方向１３が示されている。拡散光１１は、色拡
散層５からすべての方向に本質的に均一に放射されるので、視線方向１３において、観察
者は、観察者の方向に放射される拡散光１１の部分を見ることになる。明らかに、反射面
部分３’に向けて放射されるこれらの部分は、反射され、色反射ユニット１を見るときに
見ることもできる。加えて、観察者は、（前述したように、青色成分の散乱のために「黄
色」である）伝導された正反射光１５を見る。見られる正反射光１５は、観察者の視線方
向１３に向くように色反射ユニット１によって再配向された入射光９の部分９Ａに基づく
。再配向は、純粋な正反射だけでなく、前に説明した前方散乱も含む場合がある。
【００９５】
　埋め込まれたナノ粒子の結果として、色拡散層５との散乱相互作用によって偏向される
ことなく反射面部分３’において正反射された入射光９の部分は、スペクトルがより長い
波長の方に（すなわち、黄色の色調を与える赤色に）シフトされるので、関連する質量中
心の波長において、入射光９のスペクトルと異なる可視スペクトルを有する。ナノ粒子に
よって本質的にレイリー状の散乱を受ける入射光９の部分は、拡散して放射され、それに
よって、その表面から離れた方を指すすべての方向において実質的に均一の輝度をもたら
す。拡散光は、色反射ユニット１が任意の方向から受ける完全な輝度に基づくことに留意
されたい。言い換えれば、色反射ユニット１に入射するすべての光は、光が入射する方向
にかかわらず、散乱光に寄与する。
【００９６】
　結果として、（図２（ａ）の視線方向１３などの）特定の方向で色反射ユニット１を見
るときに見られる光は、正反射された光と、散乱によって発生され、それぞれの方向に向
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かって散乱された拡散光との重ね合わせを備える。明らかであるように、ある視野角から
色反射ユニット１を見る観察者は、色反射ユニット１によって提供される色分離が「支配
的な」拡散光成分を含む場合、観察者が青空を見ているかのような知覚を有することがで
きる。対照的に、観察者は、色反射ユニットによって提供される色分離が支配的な正反射
成分を含む場合、観察者が太陽または太陽によって照明された物体、たとえば、明るい雲
を見ているかのような知覚を有することができる。したがって、入射光９の知覚される反
射部分９Ａの輝度は、図２（ｂ）に関連して以下に説明するように、観察者によって知覚
されるそれぞれの色の印象に関連する。
【００９７】
　本明細書で開示されるような色反射ユニットによって形成された建物のファサードの場
合を仮定すると、色反射ユニットの向きが図２（ｂ）に示されている。色反射部分６Ａ、
６Ｂは、それぞれの法線ｎに関連付けられ得る。図２（ｂ）に示すように、法線ｎは、地
面の方に向けられている。
【００９８】
　以下に説明するように、地面の上、したがって、色反射ユニット１より下に立っている
観察者は、ファサードの下部（色反射部分６Ａ）を青色がかっているように優先的に見る
一方、観察者に高輝度の空の正反射を見させるファサードの上部（色反射部分６Ｂ）は、
黄色がかっているように見られる。観察者によって見られる青色がかった寄与と黄色がか
った寄与との間の比は、反射面部分３’の傾斜を変化させることによって変動され得るこ
とに留意されたい。比は、それぞれの反射面部分３’の法線ｎと建物の壁に対する法線と
の間の角度の増加とともに増加し得る（すなわち、より青色がかった知覚になる）。
【００９９】
　具体的には、方向１３Ａにおいて色反射ユニット１の色反射部分６Ａを見ている（図２
（ｂ）において点８で示された）観察者は、正反射の方向１３Ａ’に沿って反射された暗
い物体１０を見、たとえば、地面を見る。したがって、色反射部分６Ａは、観察者に青色
に見える。実際に、方向１３Ａに沿って観察者によって見られる色反射部分６Ａの輝度は
、正反射による低い寄与、すなわち、低い黄色（長波長）成分を有する。その理由のため
、方向１３Ａに沿った色反射部分６Ａの輝度への主な寄与は、レイリー状の散乱光の寄与
、すなわち、結局は観察者が見ている方向１３Ａに対して散乱される色反射部分６Ａ上に
任意の方向から衝突する光の寄与である。
【０１００】
　対照的に、観察者は、方向１３Ｂにおいて色反射ユニット１の色反射部分６Ｂを見てい
るとき、正反射の方向１３Ｂ’に沿って反射された明るい物体１２、たとえば、明るい曇
った白い空を見る。したがって、方向１３Ｂに沿った色反射部分６Ｂの輝度は、正反射に
よる強い寄与、すなわち、強い黄色（長波長）成分を有する。その理由のため、観察者に
よって見られる色反射部分６Ｂの輝度への主な寄与は、反射光の寄与である。その結果、
色反射部分６Ｂは、観察者に黄色に見える。
【０１０１】
　特定の実施形態では、色反射ユニットは、以下の条件が満たされるように、ファサード
上に考慮されるように、十分に大きいか、または複数の隣接する色反射部分６を備えても
よい。
【０１０２】
　１．色反射部分または複数の色反射部分を照明する光の輝度分布の特性は、たとえば、
ｘ－ｙ平面（図１に規定されるようなｘ－ｙ）にわたって角度および／または強度におい
て変化し得る。たとえば、色反射ユニットの下部は、上部よりも照明されない場合がある
。
【０１０３】
　２．色反射部分または複数の色反射部分を見ている観察者は、大きく異なる視野角の下
で異なる部分を見る。
【０１０４】
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　第１および／または第２の条件は、色反射部分の異なる部分、または異なる色反射部分
を、上記で説明したように異なる色で観察者によって見られるようにすることができる。
【０１０５】
　図３は、反射面部分３’の非同一平面の配向の態様を説明するための説明図である。
【０１０６】
　一般に、色反射ユニットの形状は、一般に形状が２つの方向において層状に延在する表
面タイプ（surface-type）に関連付けられ得る。したがって、本明細書では、表面タイプ
は、色反射ユニットが具体化する（３Ｄ）表面のタイプ（the type of (3D-) surface）
として理解される。表面タイプは、平面（断面図において図３に示すような色反射ユニッ
トのパネル形状に対応する）、または曲面（たとえば、色反射ユニットの凹面または凸面
形状に対応する）などの任意の表面形状であり得る。表面タイプは、たとえば、反射面部
分の配向と本質的に無関係な色反射ユニット１の平面または曲面の可視面を規定する。
【０１０７】
　しかしながら、本明細書で開示される反射面部分の非同一平面配向は、その表面タイプ
に対するそれらの配向の逸脱をもたらす。一般に、その逸脱は、以下に紹介するような中
央平面１７および基準平面１９を使用して説明することができる。
【０１０８】
　図３において、中央平面１７が示されている。それは、非同一平面反射面部分の空間的
な配向を表している。たとえば、中央平面１７は、たとえば、線形最小二乗法によって決
定される最も適合する平面であり得る。色反射ユニット１の反射特徴から明らかなように
、中央平面１７は、可能性のある入射光の方向に本質的に面する拡散層側１７Ａを有する
。中央平面１７の他方の側は、非照射側１７Ｂである（一般に、非照射側１７Ｂは、反射
層が本質的に入射光の伝播を制限する側である）。
【０１０９】
　中央平面１７に基づいて、中央平面１７に対して同一平面上にあり、複数の非同一平面
反射面部分３’のいずれをも越えて、拡散層側１７Ａにおいて中央平面１７から変位され
る基準平面１９が選択される。図３に示す基準平面１９は、上記の条件を満たす例示的な
平面である。色反射ユニット１の表面特徴は、反射面部分３’および基準平面１９上の様
々な点の間の距離ｄの変動によって与えられる。（基準平面１９に対する法線方向で測定
した）２つの位置の例示的な最小距離２１が図３に示されている。
【０１１０】
　図３において、ｙ方向の直線測定線に沿った距離ｄにおける例示的な変動が、距離グラ
フ２３として概略的に示されている。ｙ位置が増加するにつれて、距離ｄは、反射面部分
３’に対して減少する（距離グラフ２３の部分３’として示す）。
【０１１１】
　図３に示す色反射ユニット１の鋸状断面において、隣接する反射面部分３’は、遷移表
面部分２５によって接続される。距離ｄは、距離グラフ２３の部分２５’によって示され
るように、これらの表面部分２５についてｙ方向に増加する。
【０１１２】
　距離グラフ２３において、いくつかの極値２７（極大値または極小値）は、増加部分お
よび減少部分の遷移を示す。図示のように、図３において、距離ｄは、ｙ方向の測定線に
沿って少なくとも２回増加および減少する。同様に、非同一平面表面構成は、４つ以上の
極値（終端点を除く）によって特徴付けられる。
【０１１３】
　言い換えれば、予め定義された方向に対する非同一平面表面部分の形状分析は、たとえ
ば、線形最小二乗法を用いて反射面について最良適合平面を推定するステップと、第２の
平面が反射面と交差しないように、最良適合平面に平行な第２の平面を選択するステップ
と、第２の平面上の特定の点（ｘ，ｙ）と点（ｘ，ｙ）において第２の平面に直交する直
線に沿った反射面による切片との間の距離を画定する、ｄ（ｘ，ｙ）などの２つの変数の
距離関数を推定する（反射面による複数の切片の場合、距離関数ｄ（ｘ，ｙ）の値として
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最短距離を選択する）ステップと、ｄ（ｘ，ｙ）から部分ｒ（ｑ）を選択するステップで
あって、部分が第２の平面に垂直な所与の平面と距離関数ｄ（ｘ，ｙ）との交点である、
ステップとを含んでもよい。距離要件は、変数ｑに依存する距離が、少なくとも１つの所
与の部分ｒ（ｑ）について４つ以上の極値（終端点を除く）を有することである。
【０１１４】
　完全性のために、パネル形状の色反射ユニット１（平面タイプ）について、鋸歯状の距
離ｄの展開は、本質的に変化せず、色反射ユニット１の完全な範囲にわたってそれ自体を
繰り返す場合があるが、曲面タイプについて、距離ｄの展開は、当業者には明らかである
ように、色反射ユニットの境界に近づくか、または遠ざかる場合がある。
【０１１５】
　非同一平面反射面部分および色拡散層の構成に関する色反射ユニット１の様々な実施形
態について、サンドイッチ型構成に関する図４～図６に関連して例示的に説明する。
【０１１６】
　図４において、平面状の表側３１Ａ（または、色反射ユニットのベース形状として本質
的に延在する表側表面）と、それぞれ成形された裏側３１Ｂとを有する色拡散層５Ａを備
える色反射ユニット１Ａの実施形態が示されている。反射層３の反射面部分３’は、上記
で説明したように非同一平面上にある。したがって、平面状の裏側３１Ｂと反射面部分３
’との間に厚さが変化するギャップ容積３３が延在する。
【０１１７】
　図４の実施形態では、色拡散層５Ａの裏側３１Ｂは、表側３１Ａに平行に延在する。し
たがって、色拡散層５Ａは、反射面部分３’の側に設けられた裏側３１Ｂを有し、表側３
１Ａは、入射光９（図２参照）によって照明されることになる。
【０１１８】
　図４の例示的な実施形態では、色拡散層５Ａは、厚さが一定であり、ギャップ容積３３
は、空気、またはナノ粒子３７を埋め込む母材３９の材料などのなんらかの充填材料（３
つの下部ギャップ容積３３に対して破線３５によって示す）などの、なんらかの（本質的
に透明な）充填材を備えてもよい。図４の実施形態では、単位表面積あたりのナノ粒子の
数は、ｙ方向において一定に維持される。サイズに応じて、屈折充填材料は、構成および
視距離に応じて許容可能であり得る追加の色分散効果を提供することができる。
【０１１９】
　代替実施形態では、色拡散層はまた、ギャップ容積３３内に延在してもよく、それによ
って、不均一な厚さと、ｙ方向で変化する単位表面積あたりのナノ粒子の数とを提供する
。これはまた、具体的には、ギャップ容積３３の形状と視距離とに依存して、いくつかの
構成では許容可能であり得る色の変調を生成し得る。
【０１２０】
　図２と同様に、図４の実施形態の反射層部分３’は、断面が鋸状の形状である基板７の
側に設けられてもよい。反射層３は、反射層部分３’に加えて、反射層部分３’間の遷移
表面上に形成されもよい。しかしながら、遷移表面は、具体的には、観察者が遷移表面を
見ることができない予め設定された観察方向を有する用途では、反射面部分の一部である
必要はない。
【０１２１】
　さらなるサンドイッチ型実施形態を説明するために、図５は、複数の非同一平面反射面
部分の反射面部分３’にそれぞれ関連し、適用された（色拡散層５Ｂの）複数の色拡散層
部分４１を備える色反射ユニット１Ｂを示す。
【０１２２】
　図５に示すように、各色拡散層部分４１の厚さは、一定である。したがって、表側３１
Ａのそれぞれの表側部分は、本質的にそれぞれの反射面部分と同様に配向され、表側３１
Ａは、基板７の形状に従って成形される。図５の断面図において、表側部分および反射面
部分は、例示的に平面である。
【０１２３】
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　図４の実施形態と同様に、色拡散層５Ｂの均一な物理的微視的特性を仮定すると、入射
光に対して均一な散乱効果が与えられる。
【０１２４】
　色反射ユニット１Ｂの製造に関して、図５の特定の実施形態は、支持構造として作用す
るポリマー４５によって離間された１対の金属層４３Ａ、４３Ｂに基づく。金属層４３Ｂ
は、反射面部分３’の基礎を形成する。図５の構造は、必要とされる非同一平面形状が与
えられるように、金属層４３Ａ、４３Ｂとポリマー４５とを備える最初の平面状のサンド
イッチ構造を変形させることによって製造され得る。色拡散層５Ｂは、変形の前または後
に適用され得る。
【０１２５】
　図６は、色反射ユニット１Ｃの代替実施形態を示す。図５の実施形態と同様に、構造は
、支持構造として、コア層の例として２つの金属層４３Ａ、４３Ｂおよびポリマー４５の
サンドイッチを備える。
【０１２６】
　図５の実施形態とは対照的に、図６の実施形態は、完全なサンドイッチ構造を変形させ
ず、その代わりに、金属層４３Ｂ上に所望の表面構造をインプリントする。いくつかの実
施形態では、金属層４３Ｂは、反射特徴を提供することができ、したがって、反射層であ
り得る。他の実施形態では、金属層４３Ｂ上に特定の反射層が設けられてもよい。色拡散
層は、インプリントの前または後に適用されてもよく、図６では明示的に言及されていな
い。一般に、インプリントは、たとえば、図５の実施形態の基礎となるような任意の機械
的な曲げと比較して、小さいサイズの構造を可能にし得る。
【０１２７】
　一般に、反射面部分は、少なくとも０．５ｍｍ、たとえば、少なくとも１ｍｍ、たとえ
ば、５ｍｍ、１０ｍｍ、もしくはそれ以上の横方向の広がりを有してもよく、および／ま
たは、少なくとも０．５ｍｍ２、たとえば、少なくとも１ｍｍ２、たとえば、２ｍｍ２、
１ｃｍ２、もしくはそれ以上の面積をカバーしてもよい。
【０１２８】
　使用に応じて、たとえば、色反射ユニットが両側から照明される場合、複数の非同一平
面反射面部分を設けるために、第１の金属層４３Ａもインプリントされ、コーティングさ
れてもよい。
【０１２９】
　要約すると、図４～図６に示すサンドイッチ構造は、色反射ユニットのベース表面形状
に対して傾斜され、その上に設けられた反射面部分および色拡散層の基礎を形成する、具
体的には照明側安定化層上に形成された、一連の表面部分を備える。
【０１３０】
　前述したように、色拡散層５は、たとえば、約０．２ｍｍ以下、たとえば、０．１ｍｍ
以下、さらには、０．０５ｍｍ以下の厚さを有するコーティングまたはフィルムであり得
る。さらに、コーティングまたはフィルムは、それらの対応する非同一平面形状を設ける
前または後に反射面部分上に堆積され得る。
【０１３１】
　完全性のために、ナノ粒子３７に加えて、より大きい光散乱中心が、色拡散層、または
、たとえば、ギャップ容積３３の充填材料内に埋め込まれてもよい。これらの追加の光散
乱中心は、たとえば、１μｍ以上の範囲内の、たとえば、約５μｍよりも大きい、レイリ
ー活性ナノ粒子３７よりも大きい平均サイズを有してもよい。追加の光散乱中心は、前述
したレイリー活性ナノ粒子３７によるレイリー状の拡散散乱に加えて、正反射成分を前方
「散乱」円錐における純粋な正反射から逸脱させるぼかし効果を提供することができる。
【０１３２】
　当業者には明らかであるように、アナログのぼかし効果は、たとえば、照明側の色拡散
層上に微小粗さを設けることによって、および／または、完全に光沢がある仕上げを有す
る代わりに、約３°よりも大きい、もしくは、たとえば、５°よりも大きい、もしくは、
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さらには、１０°よりも大きい円錐内の反射光の拡散を提供するように構成された（なん
らかのタイプのコイル被覆された高反射金属シートなどの、市販製品で利用可能なものな
どの）粗い仕上げを有する反射面を設けることによって生成され得る。
【０１３３】
　反射層および／または色拡散層を適用するための方法は、金属真空蒸着法、分子線エピ
タキシー法、プラズマコーティング法、スプレー法、インクジェット法、フィルムスプリ
ッティング法などを含む。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、９５％よりも大きい反射率、またはさらには９８％よりも大
きい反射率を有するアルミニウム金属ミラー箔などの金属層が、反射層として使用され得
る。
【０１３５】
　図７は、色反射ユニット１Ｄのモジュラー構成を示す。モジュラーユニットは、具体的
には、それらが建物に取り付けられる屋外用途に関連し得る。この文脈において、色反射
ユニットは、建物構造におけるそれらの使用に関連して本明細書では色反射構造ユニット
とも呼ばれる。モジュラー実施形態は、大規模な色反射ユニットの形成を可能にし得る。
【０１３６】
　色反射ユニット１Ｄは、一連の取り付け突起４９Ａを有する取り付け構造４９を備える
。取り付け構造４９は、たとえば、建物の壁に取り付けられるべき背面フレームを提供し
てもよい。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、取り付け構造４９は、ｘ－ｙ方向において格子状に延在して
もよい。したがって、ｘ－ｙ平面に対する法線５１は、色反射ユニット１Ｄの表面ベース
形状（この場合、パネル形状）の可視面５０を特徴付ける。
【０１３８】
　一連の色ミラーユニット５３が取り付け突起４９Ａに取り付けられる。取り付けは、各
色ミラーユニット５３が可視面５０に対して傾斜するように実行される。具体的には、図
７に示すように、各ミラーユニット５３のパネル法線５５は、法線５１に対して（負）ｙ
方向において傾斜角度αだけ傾斜する。
【０１３９】
　色ミラーユニット５３は、本質的に同一の様式で、ｙ方向において互いに対して変位さ
れ、法線５１に対して配向される。
【０１４０】
　各色ミラーユニット５３は、色拡散層部分によって覆われた反射面部分を備える。した
がって、反射面部分は、色反射ユニット１Ｄの非連続反射面に寄与する。
【０１４１】
　図３を参照すると、色反射ユニット１Ｄについても、この実施形態では、色ミラーユニ
ット５３のうちの１つに関して図８に示す中心線５７を通って延びる中央平面１７が決定
され得る。さらに、基準平面１９も必要とされる様式で選択され得、基準平面１９に対す
る反射面部分の距離の非連続的な展開の距離グラフ２３’が与えられる。再び、４つ以上
の極値２７が、色反射ユニット１Ｄの色ミラーユニット５３によって提供される非同一平
面反射面部分の特定の３Ｄ形状に関連付けられる。
【０１４２】
　図８は、視野角の下での色反射ユニット１Ｄの例示的な４つの色ミラーユニット５３の
セットの上面図を示す。図示されているように、各色ミラーユニット５３の一部は、隣接
するものに覆われるので、視野角は、各色ミラーユニット５３を完全には見ることができ
ない。したがって、視野角の下で色反射ユニット１Ｄを見るとき、観察者は、色ミラーユ
ニット５３の部分、すなわち、色拡散層部分によって覆われた反射体の部分から構成され
た連続的なモザイク状の表面を見ることになる。
【０１４３】
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　図８は、色ミラーユニット５３の矩形ベース形状をさらに示し、角部は、例示を改善す
るために曲げられている。しかしながら、たとえば、矩形の角部が設けられてもよい。
【０１４４】
　図９は、色反射ユニット１Ｄの概略的な３Ｄ図を示す。見られるように、色ミラーユニ
ット５３は、ｙ方向ならびにｘ方向においてシーケンスを形成する。したがって、色反射
ユニット１Ｄは、たとえば、ｘおよびｙ方向に数メートルの矩形領域にわたってｘ－ｙ方
向に延在する。後者は、以下に説明するファサード要素の形成を可能にする。
【０１４５】
　図７～図９は、複数の非同一平面反射面部分の少なくともサブグループが、同一の形状
と、空間における同一の向きとを本質的に有する一連の反射面部分によって形成される実
施形態を示す。それによって、サブグループの反射面部分は、反射面部分のモザイク状の
組立体を形成するために互いに対して変位される。
【０１４６】
　色反射ユニット１Ｄは、可視面５０を有する面状のベース形状を備え、反射面部分自体
は、幅方向および高さ方向によって特徴付けられる面状の形状を有するので、図７の実施
形態は、本質的に反射面部分の幅方向ｗが可視面５０に沿って（具体的にはｘ方向に沿っ
て）延在し、高さ方向ｈが可視面５０に対する傾斜角の下に、すなわちｘ－ｙ平面外に延
在することを示す。
【０１４７】
　色ミラーユニット５３は、各々、色拡散層部分によって覆われた反射面部分を備えても
よい。
【０１４８】
　いくつかの実施形態では、各反射面部分は、ポリマーなどの平面プラスチック、または
ガラスボードなどの支持ボード上に設けられ、その上に、色拡散層部分を備えており、す
べての支持ボードは、たとえば、取り付け構造４９とともに、非同一平面表面部分を提供
する支持構造を画定するものとみなされ得る。他の実施形態では、色拡散層部分は、反射
層の支持体として作用するために十分に強く構成され、すべての色拡散層部分は、たとえ
ば、取り付け構造４９とともに、反射層が上に形成される複数の非同一平面表面部分を提
供する支持構造を形成する。
【０１４９】
　図１０および図１１は、複数の反射面部分の例示的な配置を示す概略上面図である。具
体的には、図１０は、ｙ方向において遷移表面部分２５によって分離された一連の反射面
部分３’を備えるインプリントされた表面構造の実施形態を示す。ｙ方向において、変位
された反射面部分３’は、第１のタイプの傾斜を有し得る反射面部分の第１のサブグルー
プ６１を形成する。ｘ方向にシフトされると、反射面部分３’の第２のサブグループ６３
は、異なる傾斜を有する反射面部分を有するシーケンスを提供することができる。ｘ方向
に再びシフトされると、ｙ方向に延在し、傾斜が再び異なるか、または前のサブグループ
６１、６３の傾斜のうちの１つを有することができる反射面部分３’のさらなるサブグル
ープが存在する。
【０１５０】
　したがって、図１０の実施形態は、空間内で同一のまたは異なる向きを有する反射面部
分の様々な異なるサブグループを有するモザイク状構造を形成する可能性を示す。
【０１５１】
　図１１の実施形態は、サブグループ６１’とサブグループ６３’との間の例示的に示す
遷移表面部分２５’および２５”のような、行（サブグループ、シーケンス）間の追加の
遷移表面を有する。追加の遷移表面部分は、それぞれの製造プロセスによって生じる場合
があり、それら自体が散乱／反射特徴に寄与することができ、それによって、たとえば、
任意の反射画像の解体をサポートすることができる。
【０１５２】
　要約すると、図１０および図１１を参照すると、複数の反射面部分は、以下に説明する
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平面形状または曲面形状などの、同一のおよび／または変化するサイズ、角度、および形
状を含む、同一のおよび／または変化するステップ形状を有する反射面部分のステップ状
シーケンスを形成するように表面ベース形状に対して配向され得る。
【０１５３】
　図１２～図１５は、非平面反射面部分を有する実施形態を示す色反射ユニットの概略断
面図である。
【０１５４】
　具体的には、図１２は、モジュラー構成において、図７の平面色ミラーユニット５３が
、たとえば、図７～図９に関して上記で説明したような構成を有する凹面ミラーユニット
５３Ａによって置き換えられた、図７の実施形態の代替形態を示す。凹面形状は、ｙ方向
によって与えられる断面の平面において与えられ、ｘ方向における（または、一般に、色
反射ユニットの表面状ベース形状によって画定される別の方向に沿った）形状は、湾曲し
ないか、またはそれぞれの表面状ベース形状に従ってもよい。当業者には明らかであるよ
うに、凹面形状は、各色ミラーユニットの、および、したがって、一般に色反射ユニット
の（１次元）集束特徴をもたらす。たとえば、図１２の構成は、照明光ビームを１方向に
集束させることができる。
【０１５５】
　対照的に、図１３の実施形態は、凸面色ミラーユニット５３Ｂを使用する。凸面色ミラ
ーユニット５３Ｂは、たとえば、図７～図９に関して上記で説明したような構成を有して
もよく、焦点外れを引き起こし、それに応じて、特定の観察者位置に関して、視線方向１
３（図２参照）と入射光９の複数の方向とを関連付けることができる。それによって、指
向性照明（たとえば、太陽照明）の場合の反射光ビームの広がり、および、したがって、
地面における照度の平滑化が達成され得る。
【０１５６】
　図１４および図１５は、サンドイッチ型構成について、図１２および図１３のものと同
様の実施形態を示す。原則として、サンドイッチ型構成、および、特に表面インプリント
構造は、非平面反射面部分の非常に柔軟な形成を可能にする。非平面形状は、一般に、ｘ
方向および／またはｙ方向において、または完全な可視面５０に全体的にわたって変化し
てもよい。それによって、小規模では、モザイク状構造に、図１２および図１３に関連し
て説明した光学効果を提供することができる。
【０１５７】
　図１６～図１８は、モジュラー構成およびサンドイッチ型構成のための反射面構造を配
向するために利用可能な柔軟性を示す。
【０１５８】
　たとえば、図１６は、色ミラーユニット５３Ｃがｙ方向に対してランダムに傾斜した実
施形態を示す。様々な色ミラーユニット５３Ｃのランダムな向きは、観察者が、特定の視
線方向について、入射光の様々な部分を見るので、鏡像の破壊を提供する（図２３と組み
合わせた説明も参照）。
【０１５９】
　各々がそれぞれの向き／傾斜を有する、ｙ方向に交互のサブグループ６５Ａ、６５Ｂを
含む、色ミラーユニットのより規則的な構成を図１７に示す。それによって、具体的には
、視線方向を入射光の２つの領域にリンクさせる構成が可能である。本質的に単一の入射
方向を有する照明構成では、この態様は、様々な観察者の場所において、空－太陽の印象
を提供することを可能にする。
【０１６０】
　図１８は、ランダム状の配向が反射面部分３Ａ’の凹面構成と組み合わされた構成を示
す。実施形態は、集束（または、代替的には焦点外れ）の態様をランダム化の効果と組み
合わせる。
【０１６１】
　図１８は、（本明細書で開示される概念の範囲内の関連する法線であるとみなされる）
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平面法線との類似において、曲面部分の関連する（部分）法線ｎａの概念をさらに示す。
原則として、入射ビームについて、曲面も、反射後に主ビーム方向に関連し得る反射ビー
ムを生成する。その主ビーム方向および入射ビーム方向は、関連する法線を画定する。図
１８に示すように、ランダム状の配向についても、関連する法線ｎａは、非平行である。
なんらかのビーム状の挙動の維持が意図されている場合、関連する（部分）法線ｎａが指
し示す可能な方向の範囲は、サブグループの傾斜角の周りに広がる場合がある。サブグル
ープの傾斜角は、本明細書では、視覚に寄与している反射面部分を指し、色反射ユニット
の表面タイプに関する。サブグループの傾斜角は、たとえば、約２°～約８８°の範囲内
、具体的には、約５°～約６０°の範囲内、たとえば、約１０°～約３０°の範囲内であ
り得る。一般に、関連する法線ｎａは、色反射ユニットの表面タイプのそれぞれの部分に
関連する単位法線に対して傾斜角だけ傾斜する。所与の傾斜方向（たとえば、ｘ方向もし
くはｙ方向、または表面タイプに関する任意の他の方向）について、関連する法線ｎａの
傾斜角は、たとえば、サブグループの配向方向に対して約３０°までの角度範囲内、たと
えば、約２０°、１０°、または５°までの角度範囲内であり得る。いくつかの実施形態
では、関連する法線ｎａの傾斜角は、サブグループの配向方向に関して制限されず、それ
によって、たとえば、光源によって放射される入射光ビームのより大きい可能な入射角の
実現を可能にする。
【０１６２】
　たとえば、図１２～図１８のそれぞれの色反射部分に関連する傾斜角は、約２°～約８
０°の範囲内、たとえば、具体的には、約１０°～約４０°の範囲内であり得る。
【０１６３】
　さらに、前述した構成は、それぞれの表面部分のうちの単一のものに対して、または複
数の反射面部分に対して、一定のもしくは変動する散乱特性、一定のもしくは変動するナ
ノ粒子分布、および／または一定のもしくは変動する反射面部分の傾斜角を提供する可能
性を示す。これらの態様は、特定の視線方向に対する色反射ユニットの色特徴に影響を及
ぼす。
【０１６４】
　以下では、色反射ユニットの例示的な用途について、具体的には、屋外の概念および屋
内の概念に関して説明する。一般に、本明細書で説明する色反射ユニットは、数平方セン
チメートル（たとえば、照明構成用）、数百平方センチメートルまで、数平方メートル（
たとえば、ファサード構成用）までもの面積にわたって延在し得る。
【０１６５】
　ファサード用途について、図１９～図３１に関連して説明する。図１９に示すように、
建物７１の頂部は、各々が複数の色ミラーユニット５３を備える色反射構造ユニット７３
によって覆われる。図１９の構成は、側面図で図２０に概略的に示されている。具体的に
は、建物７１の頂部において、構造ユニット７３が取り付けられ、たとえば、地面から構
造ユニット７３の方を見る観察者７５に色効果を提供するように構成される。
【０１６６】
　そのような屋外構成では、構造ユニット７３は、自然照明の下で色特徴を使用すること
によって、建物７１の視覚的外観に影響を及ぼす手段である。自然照明は、図１９に示し
、図２２および図２３に関連して説明したような曇った気象状況、ならびに、図２１に示
すような部分的に日が照っている状況を含むことができる。
【０１６７】
　図１９を参照すると、様々な色ミラーユニット５３は、曇った日の場合でも、変化する
青色の色調と純度レベルとを有する青色がかった色を有するものとして知覚され、図２（
ｂ）に関する上記説明を参照されたい。
【０１６８】
　図２０の左側に示すように、観察者７５は、色拡散層によって生成された拡散光１１、
ならびに、各色ミラーユニット５３のそれぞれの反射面部分における視野角によって画定
される空の領域に由来する正反射光１５を見る。両方の光成分、青色拡散光および黄色反
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射光の合計は、それぞれの反射面部分に対して知覚される色を規定する。
【０１６９】
　図２１を参照すると、部分的に日が照っている日が示されている。観察者は、反射され
た日光によって外観が支配され、太陽のように黄色に知覚される構造ユニット７３の部分
７７Ｙを見る。黄色が支配的な部分７７Ｙの周りの領域７９Ｂが知覚されるが、空のよう
な外観において色は青色がかっている。
【０１７０】
　当業者には明らかであるように、構造ユニット７３の輝度は、下方に導かれた／反射さ
れた光が窓を介して部屋に入っているとき、街路または隣接する建物の内部における輝度
状態にも影響を及ぼす。本明細書で開示される構造的構成は、輝度を増加させることがで
き、一般に超高層ビルおよび高い建物によって作成される狭い印象を除去するか、または
少なくとも低減させることができる。
【０１７１】
　以下に詳細に説明するように、色反射ユニットは、建物の不均一な色の外観に移行する
屋外照明の異方性に敏感である。
【０１７２】
　図２２および図２３は、曇った日の空の不均一な輝度状況の概略説明図である。具体的
には、図２２は、輝度計による半球状の空の輝度分布の２次元走査を示す。太陽が見えず
、空が全体的に白く見えるという効果にもかかわらず、太陽は、空の半球のいくつかのよ
り明るい部分８１において増加した輝度を提供し、他のより暗い部分８３は、むしろ低い
輝度を有し得る。一般に、水平線８０に近い部分および空の半球の北部分は、輝度が低下
する。
【０１７３】
　屋外に取り付けられた色反射ユニットの反射面部分の垂直の向きに関して、破線８２を
含む垂直平面は、２つの半分８２Ａおよび８２Ｂにおいて半球を分離する。半分８２Ａ（
すなわち、本質的に、８０°からＳを超えて２６０°まで延在する図２２の空の半球の部
分）のみが、色反射ユニットの照明に寄与する。加えて、色反射ユニットの下から水平線
８０まで延在する地面は、色反射ユニットの照明に寄与する。
【０１７４】
　本明細書で提案するように、たとえば、図２２に概略的に示すように３０°だけ色反射
ユニットの反射面部分の向きを傾斜させることは、実線８４によって示すように空の半球
の寄与を低減する。空の半球の部分８４Ａ（明確化のために、相補的な部分８４Ｂの表示
を参照）のみが、色反射ユニットの照明に寄与する。部分８４Ａは、半分８２Ａよりも小
さく、通常、より明るい部分８１およびより暗い部分８３のいくつかを備える。空の半球
の寄与は、角度的に減少するが、いくらかの「地面」の寄与が代わりに全体的に得られ得
る。これらの得られる「地面」の寄与は、通常、地面に向かって延びる色反射ユニットに
関連する。たとえば、図３の遷移部分２５から生じる光は、上にある反射面部分３’を照
明し得る。
【０１７５】
　上述したように、地面の輝度は、一般に、空の半球の輝度に対して減少する。
【０１７６】
　図２３は、色反射ユニットの単一の反射面部分３’を介して空の半球の部分８４Ａを見
ているときの様々な方向に関連する矢印のサイズによって輝度を示す。たとえば、矢印８
５は、より明るい（高輝度）部分８１に関連し、矢印８７は、より暗い（低輝度）部分８
３に関連する。色反射ユニットの色反射部分３’、具体的には反射面部分が、より明るい
高輝度部分８１の明るい領域８１’からの光を観察者７５Ａの目に反射する観察角度の下
で見られる場合、より黄色い、より暖かい光が青色拡散光１１に重ね合わされる。それに
よって、観察者７５Ａは、青色（純粋なレイリー寄与）からより明るい青色（すなわち、
白色にドリフトされたより低い色純度を有する）に、または徐々に白色および黄色にシフ
トされた色を有する、反射面部分３’から来る光を見る。
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【０１７７】
　一方、観察者７５Ｂは、色反射ユニットの反射面部分３’における反射を介して、低輝
度部分８３のより暗い領域８３’を指す方向を見ることができ、拡散青色光１１に重ね合
わされる白色光／黄色光が少ないので、それぞれの色反射部分は、（観察者７５Ａの場合
に対して）より高い純度を有する青色で現れる。
【０１７８】
　したがって、低輝度部分８３を反射するように空間内の向きに反射面部分を配置するこ
とは、青色を増加させることができる。図１９および図２１のファサードの実施形態では
、構造ユニット７３の色ミラーユニット５３は、たとえば、一般に空よりも低い輝度を有
する地上を向く。
【０１７９】
　図２４～図２６に関連して、構造ユニット９１が壁９３に取り付けられる例示的な構成
が示されている。図示のように、色ミラーユニット５３は、取り付け構造９５を介してそ
れぞれの角度の下に取り付けられることによって、壁の法線（構造ユニット９１の可視側
の法線に対応する）に対して傾斜している。それによって、観察者の潜在的な視野は、構
造ユニット９１を見るとき、空の半球の下部と地面からの正反射光を含む。
【０１８０】
　図２４の実施形態では、色ミラーユニット５３は、機械的支持体としての取り付け構造
９５に取り付けられた複数の細長い平面（色）ミラーである。したがって、垂直展開の反
射面部分のシーケンスまたはアレイが形成される。地面またはより低いレベルにおける観
察点から、取り付け構造は、たとえば、ミラーの後ろに隠されてもよい。地面から見ると
、構造ユニット９１は、壁９３上の連続反射体として延在する。したがって、平面ミラー
のアレイは、知覚の観点から、周囲の不均一な輝度のために色の変更を有するが、連続的
な可視面とみなされるように構成される。
【０１８１】
　図２５は、細長い色ミラーユニット５３の具体的な取り付け構成を示す。具体的には、
色ミラーユニット５３は、直線状の案内トラック９７（ｘ方向に延在する）、および、取
り付け構造９５の側壁９９におけるそれぞれのスロットに取り付けられる。色ミラーユニ
ット５３の高さと共に傾斜は、構造ユニット９１の厚さを規定する。取り付け構造９５お
よび色ミラーユニット５３は、様々な平面色ミラーユニット５３が壁に安全に固定され、
建物要件を満たすように製作される。
【０１８２】
　図２６は、色ミラーユニット５３がねじ込まれる角度付きスロットを中に有する一連の
垂直に延在するバー１０１に基づく代替取り付け構成を示す。バー１０１は、建物に容易
に取り付け可能な大きいファサード構造の形成を可能にする。
【０１８３】
　図２７～図２９に関連して、建物７１の壁が構造ユニット９１によって完全に（図２７
）または部分的に（図２８および図２９）覆われ得ることが示される。図２７～図２９で
は、斜線領域１０３には、図２４～図２６に例示的に示すような構造ユニット９１が設け
られる。図２７の構成では、例外の窓１０５を有する完全な壁が覆われ、したがって、色
効果によってその外観に影響を受ける。図２８の構成では、建物７１の外観は、部分に切
断される。代替的には、建物７１の知覚される形状は、たとえば、図２９に示す構成に示
されているように、ポインティング様式で変更され得る。
【０１８４】
　図３０および図３１は、図７またはフレームベースのモジュラー構造ユニットの一般的
な例として図２４に示すような色反射ユニットで使用され得るように、パネル形状の色ミ
ラーユニット５３の例示的な実施形態を示す。
【０１８５】
　図３０は、ガラスパネルベースの色ミラーユニット５３Ｃを示す。ガラスパネル１０９
、たとえば、安全ガラスパネルは、色反射ユニットの支持構造の一部を形成し、一方の側
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に適用される反射層１１１と、他方の側に適用される色拡散層１１３とを有する。ミラー
ユニットは、たとえば、所望の傾斜の下でミラーユニット５３を取り付けるように構成さ
れたグリッドにミラーユニットを取り付けるための貫通孔１１５を備えてもよい。
【０１８６】
　代替実施形態では、ガラスパネル１０９は、たとえば、ポリマー、たとえば、アクリル
、ポリカーボネート、ＰＶＣなどの材料で作られた透明パネルで置き換えられてもよい。
それぞれの非ガラス材料は、色ミラーユニット５３Ｃの取り付けを単純化し、重量を低減
することができる。
【０１８７】
　図３１では、サンドイッチ構造ベースのミラーユニット５３Ｄのさらなる代替構成が示
されている。ミラーユニット５３Ｄは、取り付け側安定化層１１７と、コア層１１９と、
照明側安定化層１２１とを備え、それによって、色反射ユニットの支持構造の一部を形成
するアルミニウム複合パネルなどの複合パネルを形成する。反射層部分３’は、照明側安
定化層自体によって（たとえば、アルミニウム層によって）提供されてもよく、または、
反射層によってその上に別個に適用され得る。色拡散層５は、その場合、照明側安定化層
１２１またはその反射層上に適用される。
【０１８８】
　能動的な照明構成について、図３２～図３４に関連して以下に説明する。具体的には、
図３２および図３３は、建物７１における（図１９～図２１および図２４～図２６に関連
して上記で説明したように構成され、建物７１に取り付けられた）構造ユニットが特に夜
にプロジェクタ１２３によって照明される屋外構成を示す。プロジェクタ１２３は、たと
えば、同じ出願人によって２０１４年５月１３日に出願された国際特許出願ＰＣＴ／ＥＰ
２０１４／００１２９３に開示されているような光源であってもよい。
【０１８９】
　図３２に示すように、プロジェクタ１２３は、プロジェクタ１２３の光ビーム１２５Ａ
の光が本質的に構造ユニット９１に側面から入るように配置され、そこで光は、反射光ビ
ーム１２５Ｂとして地面１２７に対して反射される。
【０１９０】
　図３３は、反射光ビーム１２５Ｂのわずかに上から見られる建物７１における構造ユニ
ットの外観を示す。具体的には、建物７１における構造ユニットを見るとき、色拡散層内
から散乱された青色拡散光を見ることになる。それは、空のような外観が夜に達成され得
ることを意味する。
【０１９１】
　加えて、反射光ビーム１２５Ｂは、本質的にプロジェクタの黄色に調整された色におけ
る地面１２７の照明を提供する。
【０１９２】
　図３４は、本明細書に記載の色反射ユニットの照明用途のための例示的な屋内構成を示
す。具体的には、壁１３１Ａ’、１３１Ａ”、天井１３１Ｂ、および床１３１Ｃによって
画定された部屋またはエレベータ１３１内で、色反射ユニット１Ｅが壁１３１Ａ’に取り
付けられる。プロジェクタ１２３は、たとえば、色反射ユニット１Ｅに対向して壁１３１
Ａ”において、天井１３１Ｂに、または天井１３１Ｂの近くに取り付けられ、色反射ユニ
ット１Ｅ上に光ビーム１２５Ａを放射する。図３２におけるように、反射光ビーム１２５
Ｂは、床１３１Ｃ上に落ちる。
【０１９３】
　室内１３１内の人は、反射光ビーム１２５Ｂの外側から色反射ユニット１Ｅを見るとき
、青色がかって現れる色反射ユニット１Ｅを見る。
　人は、反射光ビーム１２５Ｂ内にいるとき、反射光を見る。
【０１９４】
　本明細書で説明するように、色拡散層は、散乱された拡散光からの反射光ビーム１２５
Ｂの規則的な（正）反射光の色分離（相関色温度ＣＣＴの点で）を生成することができる
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。具体的には、拡散光の相関色温度は、たとえば、係数１．２または１．１などによって
、正反射光の相関色温度よりも大きくなる。たとえば、プロジェクタ１２３から放射され
た光の色、形状、および均一性に応じて、初めに紹介した出願に記載されているように、
太陽光模倣照明システムが生成され得る。
【０１９５】
　一般に、非同一平面表面部分について、色反射ユニット１上の複数の「太陽」反射は、
拡散散乱光により青色の外観によって各々が取り囲まれることを生じ得る。それらは、た
とえば、湖の波における太陽光の反射などの、不規則な表面状の太陽光の反射として観察
者に現れることがある。
【０１９６】
　図３５は、非同一平面反射面部分を有する色反射ユニットに関するそのような太陽状の
明滅知覚の実施形態を例示的に示す。図３５（ａ）において、観察者は、光源４０２によ
って照明される色反射ユニット４０１を見る。具体的には、光源４０２は、たとえば、８
０°までの範囲、たとえば、６０°までの範囲、または４０°以下までの範囲の角度発散
を有する光ビーム４０３を放射する。
【０１９７】
　色反射ユニット４０１は、非同一平面反射部分３’が接続され、連続粗粒表面４１０を
形成するように構成され得る。粗粒表面４１０の例示的な切断図が図３５（ｂ）および図
３５（ｃ）に示され、例示的な上面図が図３５（ｄ）～図３５（ｆ）に示されている。
【０１９８】
　図３５（ａ）にさらに示すように、粗粒表面４１０は、粗粒表面４１０上の３つの点Ｐ
１、Ｐ２、およびＰ３について示されているように、完全な粗粒表面４１０がレイリー状
の散乱光Ｂの光源とみなされ得る（空のような印象のための青色を提供するとみなされ得
る）ように、光ビーム４０３によって本質的に完全に照明される。しかしながら、粗粒表
面４１０のそれぞれの配向に依存して、観察者は、主に、たとえば、点Ｐ１およびＰ３に
ついて示された光ビーム４０３の強い正反射部分Ｙ１、Ｙ３を知覚し得る。点Ｐ２につい
て、表面は、観察者が点Ｐ２からの散乱光の寄与Ｂのみを知覚するように、光ビーム４０
３のそれぞれの部分Ｙ２が観察者の前の地面に向かって反射されるように傾斜される。
【０１９９】
　粗粒表面４１０上の領域に関連する明るい光の程度は、正反射条件を満たす表面の程度
に依存する（一般に、非同一平面表面部分の少なくともサブグループが粗粒構造、特にモ
ザイク状表面構造によって形成される）。
【０２００】
　観察者が孤立した明るい点を周囲（知覚される正反射に寄与しない周囲）から識別する
ことができる要件を仮定すると、必要なサイズは、当業者には明らかであろう。たとえば
、それは、照明システムの幾何学的形状、特に、観察者の粗粒表面４１０までの距離に依
存する。色反射ユニットまでの観察者の予想される距離に応じて、表面部分３’は、数平
方ミリメートルまたは数平方センチメートルのサイズを有することができる。
【０２０１】
　粗粒表面４１０の反射特徴と平面色反射面との比較のために、各点Ｐ１～Ｐ３について
、反射ビームｎ１’～ｎ３’は、図３５（ａ）に破線として示されている。
【０２０２】
　具体的には、図３５の実施形態は、指向性光ビーム４０３に基づいて輝く光のピーク（
部分Ｙ１，．．．）のビジョンを提供することができ、輝く光のピークは、空のような断
片（散乱光Ｂ）と交互に現れ得る。色反射ユニット４０１は、非同一平面反射面部分３’
が接続され、連続表面を形成するように構成され得る。
【０２０３】
　図３５（ｂ）は、同様の正反射条件を本質的に満たす反射面部分３’を提供する平滑面
を第１の例示的な実施形態として示す。例示的には、照明ビーム部分４０３Ａ’を形成す
るために反射面部分によって正反射される光ビーム部分４０３’が示されている。その反
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射面部分に関するそれぞれの関連する法線ｎａが示されている。
【０２０４】
　図３５（ｃ）は、図３５（ｂ）の平滑面が本質的に平面ファセットで構成された第２の
例示的な実施形態として示す。第２の実施形態は、この場合には平面ファセットの法線に
対応する関連する法線ｎａによって示された正反射状態を提供する反射面部分３’を再び
提供する。
【０２０５】
　一般に、粗粒表面４１０、具体的には連続反射面は、様々な形状および広がりの多数の
平面部分または準平面部分から作製され得る。形状および広がりは、限定された数の表面
部分のタイプ、形状、または傾斜などの、より高いまたはより低い程度の規則性、順序、
および／または周期性で構成され得る。
【０２０６】
　連続反射面は、各々の単一の部分に関する観察角度における、すなわち、主要な照明寄
与であり、光ビーム４０３の正反射方向とは異なる、したがって、正反射方向の黄色の明
るい輝度から離れた角度における（青色）散乱を提供するために、色拡散層５で（図３５
（ｂ）および図３５（ｃ）に示すように）完全にまたは部分的にコーティングされ得る。
ナノ粒子ベースのレイリー状散乱と組み合わせた正反射状態の２Ｄにおけるモザイク状分
割のこの態様は、空のような断片として知覚され得る散乱光領域と共に水中の反射された
太陽の場合と同様に知覚されることになる多くの輝く光ピーク（ビーム部分Ｙ）の外観を
提供することができる。この効果は、反射面部分が部分的に不規則な配置で、多くの異な
る形状、サイズおよび配向で、異なる曲率の光線で構成されているときさらに増加され、
不規則で非周期的な正弦波（波状）プロファイルの限界的な場合でも、所望の効果を提供
することができることに留意されたい。
【０２０７】
　図３５（ｄ）～図３５（ｆ）は、連続粗粒表面４１０の例示的なモザイク状表面構造４
１２を示す。複数のモザイク状表面構造４１２は、ファセット表面を形成し、光ビーム４
０３と相互作用するための複数のファセット状表面部分を提供するように構成される。モ
ザイク状表面構造４１２の相関領域は、ターゲット照明／観察者領域から連続粗粒表面４
１０を含む光路に沿って見るとき、光源４０２の放射領域のビジョンの断片化を提供する
ように選択される。複数の表面部分は、連続粗粒表面４１０の下流の光ビームが図２５に
示す一定の輝度のライン４０７と同様にサイズが広がるように、入射光ビーム部分を再配
向するように構成される。それによって、ターゲット照明／観察者領域上の輝度値は、低
減され、再配向された光ビーム部分は、光源４０２の放射面の輝度に匹敵する輝度を有す
る局所的な輝くピークを示す。
【０２０８】
　モザイク状表面構造の相関領域は、（たとえば、表面上の最も深い点から最も高い点へ
、次の最も深い点への）１つの完全な表面振動などの、単一のモザイク状表面構造の平均
横方向サイズに本質的に対応する。さらに、相関領域は、（光相互作用）表面部分のサイ
ズに本質的に匹敵するサイズである。したがって、視覚的に解像可能であるために、それ
は、たとえば、約０．５ｍｍ～１ｍの範囲内である。原理的には、反射面部分は、相関／
横方向サイズ（correlation/transversal size）の一部分（たとえば、対称の幾何学的形
状の半分、またはファセット構造の傾斜に応じてより大きいパーセンテージ）である。当
業者には理解されるように、この文脈における「横方向（transversal）」は、表面タイ
プを指し、たとえば、中央平面に平行な平面を指す。相関は、定義された数学的用語（こ
こでは、２Ｄ相関）である。非平面の場合、部分よりも大きい相関規模が現れる場合があ
る（たとえば、ユニットが湾曲しているかまたはそれ自体が正弦波である場合）ことに留
意されたい。
【０２０９】
　図３５（ｄ）を参照すると、連続粗粒表面４１０は、規則的な配置で表面を完全に覆う
ように配置された、いくつかのタイプのピラミッドを備える。それによって、規則的に分
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布し、同一方向に向けられた反射面部分のセットも形成される。
【０２１０】
　対照的に、図３５（ｅ）に示す連続粗粒表面４１０は、特に、ピラミッド状の形状およ
びくさび状の形状を含むより多くのタイプの異なる幾何学的形状を備える。幾何学的形状
は、不規則な配置で表面を完全に覆うようにモザイク状に配置される。それによって、加
えてサイズが変化する、不規則に分布し、異なる方向に向けられた反射面部分のセットも
形成される。
【０２１１】
　図３５（ｅ）に示す実施形態と同様に、図３５（ｆ）の連続粗粒表面４１０は、一般に
幾何学的形状に関連するが、たとえば、処理手順のために、ある程度まで丸められ得る様
々なタイプの異なる形状を備える。見られるように、ファセット構造は、互いの隣に直接
位置するか、またはある平面遷移表面部分によって分離された湾曲したファセットから作
製される。構造は、たとえば、再びピラミッド状の形状と、くさび状の形状とを有する。
加えて、モザイク状構造の高さは、図３５（ｅ）におけるよりも変化してもよい。それに
よって、再び、不規則に分布し、異なる方向に向けられた、異なるサイズの反射面部分の
セットが形成される。
【０２１２】
　一般的な徴候として、部分のｘ（またはｙ）サイズ、パッチのｘ（またはｙ）平均サイ
ズ、振動面のｘ（またはｙ）局所周期性、または一般に、反射面の単一の振動（基準平面
への距離の１つの極大値および１つの極小値）を平均して支持するｘ（またはｙ）支持構
造サイズは、設置環境に立つ観察者について、個々の表面部分が、色および輝度の変化を
感知するために目によって光学的に解像可能であるように構成され得る。屋内用途につい
て、反射部分は、約１ｍｍ以上、たとえば、数センチメートル、または０．２ｍより大き
く延在してもよい。屋外用途について、表面部分は、５ｍｍより大きく、たとえば、０．
３ｍ、または０．５ｍより大きくてもよい。
【０２１３】
　光源（これは、特定の光プロジェクタ、または太陽、またはいくつかのピークを有する
輝度の分布などであり得る）と観察者との間に置かれた場合、モザイク状表面構造に基づ
く色反射ユニットは、匹敵する（一般に、大幅には低減されない）輝度を有するが、大幅
により小さいサイズ（光源からの固定された観察者距離に対する角度サイズ）を有する多
くのより小さい知覚される光源における光源の断片化（分割－剪断－分裂など）を外観に
おいて提供する。
【０２１４】
　これらのより小さい輝度ピークは、明らかに、元の光源角度形状に対してより大きい角
度範囲にわたって分布している。
【０２１５】
　これは、光学構造が観察者の目によって解像され得る（たとえば、光ピークが本質的に
混合しない）限り、視覚的外観の点で、元の光源によって生成される輝度の同じ知覚を生
成し（局所ピークは、光源の輝度レベルを保存する）、それによって、たとえば、空のよ
うな断片として知覚され得る散乱光領域と共に、水中の反射された太陽を提供する。
【０２１６】
　この外観は、特異的であり、輝度が平均化され、高レベルのピークが平滑化され、結果
として大幅に低減されるような（光学構造が解像可能ではない場合に知覚される）微細構
造の拡散器とは対照的である。
【０２１７】
　再び図３５（ａ）を参照すると、投影において、図示の照明システムは、粗い粒状の霜
なしに光源から得られ得る投影光スポットの広幅化および平滑化を生じる。言い換えれば
、図３５と関連して開示される実施形態は、非同一平面表面部分に基づく一種の非吸収レ
イリー状の散乱する粗い霜のユニットを導入する。
【０２１８】
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　構成は、輝度を小さい領域に剪断することを、レイリー拡散器として青色成分を拡散さ
せることと組み合わせる。
【０２１９】
　これは、空の色が保存され得ながら、より小さい光源において剪断されるが、各々が色
および輝度の点で「太陽」として知覚される、光源の放射領域の断片化による直接光スポ
ットの平滑化（smearing）および広幅化を得ることを可能にする。
【０２２０】
　いくつかの実施形態では、連続粗粒表面４１０は、本明細書で開示されるような色拡散
層でコーティングされ得る。
【０２２１】
　本発明の例示的な実施形態について本明細書で説明してきたが、ランダムな色反射ユニ
ットと平面平行反射面部分とを組み合わせるなど、実施形態は、たとえば、ファサード要
素において、または１つの照明システムにおいて組み合わされてもよい。
【０２２２】
　本発明の好ましい実施形態について本明細書で説明してきたが、以下の特許請求の範囲
から逸脱することなく、改善および修正が組み込まれてもよい。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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